
※1：エコカー減税（環境対応車普及促進税制）による自動車取得税・自動車重量税の軽減率。自動車取得税は2018年3月31日まで。自動車重量税は2017年4月30日まで。※2：グリーン税制（グリーン化特例）による軽自動車税の軽減率。
対象は、2019年3月31日までの新車新規届出車。登録の翌年度に掛かる軽自動車税が軽減。　※価格には保険料、税金（消費税除く）、登録等にともなう費用は含まれておりません。別途申し受けます。
※一部地域では車庫証明預かり費用、車庫証明手続代行費用がかからない地域がございます。　※詳しくは営業スタッフまでお尋ねください。


